
 

姫路市 
（今回認定） 

（注）１．「伊勢志摩」地区は、伊勢市、鳥羽市、二

見町、玉城町、小俣町、御薗村、南勢町、 
    南島町、度会町、（浜島町、大王町、志摩町、 
    阿児町及び磯辺町：現志摩市）を一体として

国際会議観光都市に認定 
   ２．那覇市、浦添市、宜野湾市および沖縄市に 
        ついては、４市を一体として国際会議観光都

市に認定 

（５０都市） 


